
ニ

当
該
物
件
（
地
方
税
法
第
三
百
四
十
一
条

第
三
号
に
規
定
す
る
家
屋
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思

料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
物
件
が
特
別

区
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都

の
知
事
）

三

当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外

の
権
利
を
有
す
る
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

当
該
物
件
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ

当
該
物
件
の
所
有
者

ハ

当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利

を
有
す
る
者

四

令
第
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ

て
も
な
お
当
該
土
地
の
関
係
人
の
全
部
又
は
一

部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
者

五

当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

親
族

ロ

当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が

日
本
の
国
籍
を
有
し
、
か
つ
、
外
国
に
住
所

を
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

探
索
を
行
う
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
在
外
公
館
の
長

六

当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

当
該
法
人
の
代
表
者

ロ

当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解

散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
清

算
人
又
は
破
産
管
財
人

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い

る
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍

簿
又
は
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ

る
市
町
村
の
長

（
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ

て
い
る
書
類
）

第
三
十
七
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
八

条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

２

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
四
号

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
土
地
の
関
係
人
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
八
条

第
三
条
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
五

号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
新
設
）

（
裁
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
九
条

法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
起
業
者
（
土
地
収
用
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
起
業
者
を
い
う
。
第
一
号
及
び
第
四
十
五

条
に
お
い
て
同
じ
。）が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）と
す
る
。

（
新
設
）

一

起
業
者
の
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
書
類
（
起
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
）

二

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
実
測
平
面
図

三

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
探
索
の

過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
法
第
二
十
七
条
第
二

項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
四

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
写
真

五

特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
が
簡
易

建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
簡
易

建
築
物
の
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
を
記
載
し

た
書
類

六

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面

七

事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面

八

第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を

説
明
す
る
書
類
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
書
類

九

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
全
部
又

は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
全
部

又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

情
を
記
載
し
た
書
類

ロ

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
探
索

の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
イ
に
規
定
す
る

事
情
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

十

法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
ホ
の
補
償
金

の
見
積
額
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
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